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１．相談業務の状況

（１）政府総合窓口の相談受付状況

①受付件数の推移

政府総合窓口では、2004年８月に窓口が設置
されて以来、2018年12月末までに合計12,983件
の相談や情報提供等を受け付けました。
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模倣品・海賊版対策の相談業務に
関する年次報告

経済産業省製造産業局模倣品対策室

～政府模倣品・海賊版対策総合窓口の業務報告～

　経済産業省は、2018年の「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」の業務内容をとりまとめた報告書を作成・
公表しました。
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受付方法は、電子メールでの受付が、電話や
面談での受付を大きく上回り、全体の82.6%に
上っています（図表１）。
受付方法の内訳は、電子メールからの受付が
８割以上を占めており、傾向に大きな変化は見
られません。

　
図表１　受付方法の内訳

（注）「その他」は、郵送等で持ち込まれた件数

2018年１～12月の受付件数の総数は、2017年
に比べて１割弱ほど減少し、737件となりまし
たが、このうち相談件数は297件でした。他機
関の相談窓口が多様化・充実化されたことが、
相談件数が減少した理由として考えられます。
（図表２）。
この297件について分析したところ、被害を
受けた権利者からの相談は91件、模倣品等を購
入してしまった消費者からの相談は38件、その
他の相談は168件でした。

2018年についても、権利者・模倣品等を購入
してしまった消費者以外からの相談、例えば、
ある商品を購入・輸入等をしようとする事業者
が、当該商品の購入等が権利侵害に該当するの
かどうかといった内容の相談が寄せられていま
す。

②インターネット取引関連の相談・情報提供

2018年１～12月に受け付けた737件のうち、
インターネット取引に関連する相談・情報提供
が410件と全体の55.6％となっています（図表
３）。
2017年のインターネット取引に関する相談・
情報提供は486件（全体の60.4%）であり、イン
ターネット取引に関する相談が占める割合は、
2017年から５%ほど減少しました。

図表３　インターネット取引関連の相談・

情報提供の推移

相談窓口には、知的財産権を侵害していると
する通販サイト、オークションサイトに関する
情報提供が一般の消費者から数多く寄せられて
います。当窓口で受けたこれらの情報提供につ
いては、警察庁など関係機関にも共有していま
す。
また、2009年以降、侵害サイトに関する消費

者からの情報提供が増えましたが、これは、消
費者模倣品・海賊版等の不正商品を巡る消費者
取引に関する相談を受け付けている各都道府県
の消費生活センター等から当窓口を紹介された
こと、インターネットによる情報提供の受付を
開始したことが考えられますが、通販サイト事
業者における取組が進む中で、事業者の情報受

図表２　受付件数の推移


